














18 
 

議案第３号 

 

 

教育財産の用途廃止について 

 

 

教育財産の用途を廃止したいので、北栄町教育長に対する事務委任規則第２

条の規定により委員会の承認を求める。 

 

 

令和６年２月２７日提出 

 

 

北栄町教育委員会教育長  笠見 隆志 

 

 

記 

 

１ 教育財産の内容 

（１）所在地  北栄町由良宿 223番地 1 

（２）名称   北栄町勤労者体育センター 

（３）概要 

 

２ 教育財産の評価額 

3,292,200円（令和５年度末 固定資産台帳より） 

 

３ 用途廃止する理由 

当該教育財産は、令和３年７月豪雨により建設地法面が崩壊し利用を停止し

ていた。法面改修工事は終了したが老朽化が激しく、体育館としての機能を失

っていることから用途廃止するもの。 

 

４ 用途廃止する日 

区分 名  称 構  造 
建築面積 

延床面積 
備  考 

建物 
北栄町勤労者体育

センター 

鉄骨造平屋建て 

（体育館） 

915.18㎡ 

852.00㎡ 

昭和 62 年 2 月

10日供用開始 
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議案第８号 

 

 

   人権擁護委員の候補者推薦に係る意見を求めることについて 

 

 

下記の者を人権擁護委員の候補者として議会に諮問したいので、北栄町教育長に

対する事務委任規則第２条の規定により、委員会の意見を求める。 

 

 

  令和 6年 2月 27日提出 

 

 

北栄町教育委員会教育長  笠見 隆志 

 

 

記 

 

 

氏 名 住 所 生年月日 

飯田 光男   

 

 

 

 








